
第１回 山口市地域創生戦略本部会議 

 

日時：平成２６年１１月２５日（火） 

９：１５～９：４５     

場所：第２会議室          

 

次 第 

 

１ 本部長あいさつ（市長） 

 

 

 

 

２ 説 明 

（１）基本方針とスケジュールの概要（総合政策部長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）資料説明（企画経営課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 添付資料 

資料１ 山口市の人口推移等 

 資料２ まち・ひと・しごと創生本部等の関連資料 



山口市地域創生戦略本部設置要綱 

 

（設置目的） 

第１条 本市において安定した人口構造を保持し、将来に渡って活力ある地域を維持して

いくための全庁的な施策推進を図るため、山口市地域創生戦略本部（以下「本部」とい

う。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

（１）まち・ひと・しごと創生法に基づく「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「総

合戦略」という。）の策定に関すること。 

（２）その他、安定した人口構造の保持に向けて必要な総合調整に関すること。 

 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。 

３ 本部員は、別表１に掲げる職にある職員をもって充てる。 

 

（職務）  

第４条 本部長は本部を統括する。  

２ 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。  

３ 本部員は、総合戦略の策定と実行に向けて、関係部局との調整及び連携を行う。  

 

（会議）  

第５条 本部長は、会議を招集し、本部長がその議長となる。  

２ 前項の会議は、第３条第３項の本部員を持って構成する。  

 

（調整部会）  

第６条 本部長は、必要に応じて部会、ワーキンググループ等を設置することができる。 

 

(設置期間) 

第７条 本部の設置期間は、平成２８年３月３１日までとする。 

 

（庶務）  

第８条 本部の庶務は、企画経営課において処理する。  

 

（補則）  

第９条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。  

 

附 則  

この要綱は、平成２６年１１月１４日から施行する。  



 

別表１（第３条関係） 

 上下水道事業管理者、教育長、総務部長、総合政策部長、地域振興部長、市民安全部

長、環境部長、健康福祉部長、経済産業部長、都市整備部長、ターミナルパーク整備

部長、上下水道局長、消防長、教育委員会事務局教育部長、北部振興局長、南部振興

局長、参与、総務部次長、総合政策部次長、地域振興部次長、秋穂総合支所長、阿知

須総合支所長、徳地総合支所長、阿東総合支所長 

 

 



山口市地域創生戦略本部 基本方針（案） 

 

平成２６年１１月２５日 

１ 趣旨 

国及び山口県が策定するまち・ひと・しごと総合戦略を踏まえ、まち・ひと・しご

と創生法に基づく本市の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「総合戦略」とい

う。）を策定する。本市が安定した人口構造を保持し、若い世代を中心に、将来に渡っ

て市民が安心して働き、希望に応じた結婚、出産、子育てをすることができる地域社

会を構築する。 

 

２ 策定するまち・ひと・しごと創生総合戦略 

（１）（仮称）山口市人口ビジョン 

   長期的な人口ビジョンとして策定。本市人口の現状と将来の姿を示し、人口問

題に関する基本認識の共有を図り、取り組むべき将来の方向を示す。 

（２）（仮称）山口市地域創生総合戦略 

   ５か年計画として策定。長期的な人口ビジョンで示した本市人口の現状と将来

の姿を踏まえ、本市が安定した人口構造を保ち、将来に渡って活力ある地域社

会を実現するための計画を示す。毎年定期的に見直し、必要な改訂を加える。 

 

３ 策定時期 

 平成２６年度～２７年度（予定） 

 

４ 重点検討項目 

（１）若い世代を中心として、安心して働けるための産業振興と雇用の場の創出。 

（２）若い世代が希望に応じて、結婚、出産、子育て、働き方が出来る環境づくり。 

（３）各地域における定住促進、農山村をはじめとした地域における日常生活機能維

持及びネットワーク構築。 

 

５ 設置する部会 

上記重点検討項目を中心に、必要な部会を設置する。 

 

６ その他 

従来の行政の役割や方策にとらわれず、地域や民間事業者の創意工夫やノウハウを

最大限生かした施策や対策を検討する。 

 

 



政府が想定する「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」の策定スケジュール

９月 １２月 ３月　 ４月 ３月

政府
　創生本部
　創生会議

地方公共団体
（県、市町村）

山口市地域創生戦略本部　スケジュール（案）

９月 １２月 ３月　 ４月 ３月

山口市
地域創生本部

項目
Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

項目
Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

山口市地域創生戦略本部 （～平成２８年３月３１日） 

「（仮称）山口市人口ビジョン」策定 
「（仮称）山口市地域創生総合戦略」策定 

国 「長期ビジョン」と 
           「総合戦略」  

「地方人口ビジョン」策定作業 

「地方版総合戦略」策定作業 

早急に 
策定、着手が 
可能な部分 

策
定
・公
表 

11/25 
第１回 
本部会

・人口動向分析 
・将来人口分析 
・基礎調査 

策
定
・公
表 

（例）・雇用創出部会 
   ・少子化対策部会 
   ・生活拠点確立部会 など 

第２回 第３回 

  第８次実行計画（平成２７年度～２９年度） 

当初予算編成 

策
定
・実
施 


	001.レジメ・設置要綱・基本方針・スケジュール
	002.山口市地域創生戦略本部設置要綱
	02.基本方針
	03.スケジュール
	スケジュール


